
・今回の改修範囲について、「防水改修」とは、屋上防水改修の
みと考えていいですか？外壁（開口部及び換気類等外壁に絡
む部分はないと考えていいですか。

原則、床・壁・天井の仕上げ更新としますが、一部間仕切壁の変更（間仕
切壁の撤去・新設）があります。

設計段階で、事前に囲い込み等の処理が必要となった場合の費用は別
途とします。ただし、石綿含有分析調査に伴う、建材採取後の簡易な穴ふ
さぎ等は本委託に含むものとします。なお、石綿含有分析調査の結果、石
綿含有が確認された場合の石綿含有建材撤去工事の設計業務は、本委
託に含むものとします。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 豊中市刀根山元町北会館内装改修工事設計委託

・「石綿含有」調査結果、「有り」の場合、「レベル1又は2」の場
合、事前に囲い込み等処理必要等になった場合、設計変更（増
額）は考えておられるのでしょうか？既設図面においてわかっ
ている部分があればご教示ください。

回　　　　答質疑事項

防水改修は屋上（屋根）、庇、バルコニー部分を改修範囲とします。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1 意匠一般図は委託契約締結後、TIFFデータにて貸与します。
・当該建物の意匠一般図（配置図・平面図・立面図・断面図・仕
上表等）をご提示ください。

・「既設建物の全面改修（内部改修）」ということですが、床・壁・
天井の仕上げ更新のみと考えていいですか？また、間仕切壁
等の変更はないと考えていいですか。


